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令和７年五所川原市教育委員会第１２回定例会会議録 

日時：令和７年１１月２０日（木）　午後１時３０分開会 

場所：五所川原市本庁舎　３階　議会委員会室 

 

◎議事日程 

　　　　　開会 

第　１　会議録署名委員の指名 
第　２　会期の決定 
第　３　前回会議録の承認（令和７年第１１回定例会） 
第　４　教育長の報告 
第　５　議案第２７号　五所川原市学校給食に関する規則の一部を改正する規則の制定について 
第　６　その他 
　　　　閉会 
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◎出席教育長及び委員（５名） 

                            　　　教育長         　          　 原　　　真　紀 

１番　　　　　　　　　　　　奈　良　陽　子　委員 

２番　　　　　　　　　　　　楠　美　恭　寛　委員 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３番　     　       　　  　奥　山　彩　香　委員 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４番　　　　　　　　　　　　笹　山　和　信　委員 

 

◎説明のため出席した職員（７名） 

                                                            　　　　　　　　　　　　　　教育部長  藤　原　弘　明 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課　　　　　　　　　　　　課長　須　藤　淳　也 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会教育課           　　 　　　　課長  棟　方　龍　峰 

                                       　　 　　　　　スポーツ振興課                  　　　課長　村　元　宏　禎 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課　　　　　　　　　　　　課長　蒔　苗　勝　久 

学校給食センター　　　　　　　　　　　　次長　三　上　裕　久 

図書館　　　　　　　　　　　　館長　山　内　　　淳 

 

◎職務のため出席した職員（２名） 

                                                　　　　　教育総務課                    課長補佐　大久保　正　軌 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課　　　　　　　　　　課長補佐　工　藤　　　大 

 

◎傍聴者　なし 
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◎開　会 

○教育長 

　　本日の出席は、私ほか委員が４名、定足数に達しております。これより令和７年五所川原市教育委員会第１２回定例会を開会

いたします。 

 

◎会議録署名委員の指名 

◯教育長 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、委員会会議規則第１７条第２項の規定により教育長が指名

するとありますので、２番楠美委員、４番笹山委員を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

◯教育長 

日程第２、会期の決定について、お諮りいたします。今定例会の会期は本日１日としたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とすることに決定いたしました。 

 

◎前回会議録の承認（令和７年第１１回定例会） 

○教育長 

日程第３、前回会議録の承認について、ご異議がなければ承認したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。よって、前回会議録を承認することに決しました。 

 

◎教育長の報告 

○教育長 

　　日程第４、教育長の報告をいたします。１１月１７日にプラザマリュウ五所川原で開催されました県教育委員会主催の「学校

の在り方地区検討委員会（西北地区の第１回目）」について報告いたします。本委員会は、令和１０年度以降１０年間の県立高

等学校教育改革の推進に向けて、本年１０月に策定されました「青森県立高等学校魅力づくり推進計画基本方針」を踏まえ、令
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和１０年度から５年間の前期実施計画策定にあたり、あらかじめ地域の学校関係者等でそれぞれの地区の望ましい学校配置等に

ついて検討するため、東青、西北、中南、上北、下北、三八の６地区で開催されるものです。各地区、年度内に３回の検討委員

会を予定しているとのことでしたが、第１回目の今回は、「学校の在り方」と「学校配置について」の２点を中心に意見交換が

なされました。１月に開催予定の第２回検討委員会では「第１回委員会における主な意見の確認」と「望ましい学校配置」につ

いて、２月に予定されている第３回検討委員会では、「第２回委員会における主な意見の確認」と「報告書案の確認」について

協議される見通しであるとのことです。そして県内６地区から出された報告書等も踏まえ、令和８年度には県教育委員会が前期

実施計画案を公表するとのことです。出席にあたっては本市の現状と将来を見据えた意見を述べたいと思っておりますので、本

日ここでということではありませんが、委員の皆様の願いや考え等も随時お聞かせいただければと思います。報告は以上です。 

 

◎付議案件 

○教育長 

次に、日程第５、議案第２７号、五所川原市学校給食に関する規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。

本件について、担当より説明願います。 

○学校給食センター次長 

（議案第２７号について、事件綴を基に説明した。） 

○教育長 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（委員からの発言なし） 

質疑を終結いたします。これより採決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。以上をもって、今定例会に付議された案件の審議は全て

終了いたしました。次に、日程第６、その他として、まずは各課から何かありませんか。 

（各課からの発言なし） 

それでは、委員の皆様からその他として何かありませんか。 

○楠美委員 

　　最近、熊の目撃が多く実害も出ていて、教育委員会の管轄だけではないと思うのですが、学校の熊に対するあり方は、現在ど

のようになっているか伺いたいです。 

○教育総務課長 
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　　初めに市の体制としましては、担当部署が農林水産課でして、警察などからの一報がその課に集約されます。次に農林水産課

から学校関係ということで私どもに、また保育園関係では子育ての部署に情報が来まして、学校へは私どもから周知を行ってお

ります。各学校には学校敷地内に熊が入って来たという他県の例もありますので、そういったことが無いように基本は送迎とい

うことを通知しながら、市では熊発見を起算日として３日間を警戒期間とし、その中で続報が入った場合には期間が延びていく

という形を取っております。各学校の対応ですが、親御さんに通知をしまして、見守りや送迎をしてもらい、最近ですと市浦小

学校の近くに熊が出た際には、それに加えて先生方がスクールバスに同乗して見守りをしたということした。また山手にある東

峰小学校においては熊撃退スプレーを購入し、市浦小も購入予定となっております。現状はこういった体制となっております。 

○楠美委員 

　　大体目撃があってから３日間そういう対応を取るというふうになっていると思いますが、熊はいつ出てくるかわからないです

し、子ども達が最初に目撃した場合の対応を考えていかなければならないと思います。絶対に熊に対してこれだけはしてはいけ

ないということがあると思うのですが、そういうのだけでも、特に低学年の子ども達には知っておいてもらいたいと思います。 

○教育総務課長 

　　今、委員から御提案のあった件について、各学校へ児童、先生が目撃した時の対応についての通知を早めに流せるように検討

して参ります。 

○楠美委員 

　　よろしくお願いします。 

○教育長 

他に委員の皆様から何かありませんか。 

○奥山委員 

　　今、就学時健診を小学校だと行っていると思いますが、小中学校の新年度の入学数は確定していますか。 

○学校教育課長 

まだ確定しておりません。 

○奥山委員 

今後の学校の適正配置に関わるかもしれませんので、クラスが減る学校の見込みはありますか。 

○学校教育課長 

就学時健診を踏まえて就学支援検査を行っているところですので、その検査もそうですし、通知も終わっていない子もおりま

すので、そこはまだ見込めないところです。 

○奥山委員 
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どのぐらいの時期になると確定しますか。 

○学校教育課長 

小学校は年内に概ね確定すると思います。中学校は１月に入ってから通知しますので、それから変更等が出て、だいたい２月

いっぱいは確定までかかると思います。 

○奥山委員 

わかりました、ありがとうございます。１１月１３日の小中学校児童生徒交流会の中で、参加した先生からいじめアンケート

の取り方について、不十分な調査があるのではないかという視点のお話がありました。現在、五所川原市で行っているアンケー

トの様式をしっかり見たことがなかったものですから、紙媒体であったりＰＣであったりだとは思うのですが、どういった形で

実施しているか教えてください。 

○学校教育課長 

基本的に学校でアンケートの様式を定めており、紙媒体もしくはタブレットを使うということも学校で決めておりますので、

こちらの方で一律の様式は定めておりません。 

○奥山委員 

学校ごとに違うということで、もしかしたら紙媒体で実施しているところがあるということでしょうか。 

○学校教育課長 

はい。ちなみに保護者にアンケートを取る場合もありますので、その場合はタブレットだと難しいことから、紙媒体で行うな

ど学校がケースに応じて実施しているところであります。 

○奥山委員 

学校単位でのアンケートの実施ということですが、今後はアプリで一斉なアンケートだけではなくて、もちろんスクールカウ

ンセラーなどが直接お話しするということもありますが、これまで小学校を見てきた中で、なかなかアンケートでは書かないの

か、いじめられている方もいじめている方も書かないで、数年単位でいじめられてきたというお子さんを耳にしたり目にして来

ているので、周りの子ども達が気づいたらその都度発信できるような状態を構築できたら望ましいと思っています。 

○学校教育課長 

ありがとうございます。 

○教育長 

他に委員の皆様から何かありませんか。 

（委員からの発言なし） 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。これにて令和７年五所川原市教育委員会第１２回定例会を閉会いたします。 
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署　　名　　 

 

 

五所川原市教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

令和７年１１月２０日 

 

 

 

五所川原市教育委員会教育長　　　　　　原　　　真　紀 

 

 

 

五所川原市教育委員会委員　　２番　　　楠　美　恭　寛 

 

 

 

五所川原市教育委員会委員　　４番　　　笹　山　和　信 

 

 

 

会議の書記　教育総務課長　　　　　　　須　藤　淳　也 


